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自殺対策関連事業について 
資料３－１ 

（１）（仮称）吹田市自殺対策計画（以下「計画」という。）に基づく取組として、自殺対策の段階に応じた 
 「自殺対策関連事業」を取りまとめ、自殺に至る経路の全体の取組を網羅する。 
 ⇒計画の第３章「自殺対策の取組と成果の指標」に関連施策の一覧として掲載予定。 
（２）加えて、計画における重点施策（案）への紐付けを実施。 
 ⇒重点施策として必要に応じて進捗管理や指標の設定に活用。 
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２．関連事業の調査 

（1）庁内調査 

 調査期間：平成30年９月11日（火）～10月５日（金） 

 調査対象：吹田市の全部局（室課）・大阪府吹田保健所 

 調査内容：自殺対策に関連する事業の名称、事業の概要、 

        主な対象者（重点施策（案）関係）、取組内容（対応の段階） 

 調査結果：平成30年10月31日時点で回答整理中。 
 

（2）懇談会調査（案） 

 調査期間：平成30年10月31日（水）～11月16日（金） 

 調査内容：庁内調査と同じ 
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【調査結果について】 
 ・庁内調査分について、庁内会議作業部会（11月中旬開催予定）において議論。 
 ・庁内調査と懇談会調査をとりまとめ、次回懇談会（11月下旬開催予定）において 
  計画素案の一部として意見交換。 
 



（調査の補足） 

（1）主な対象者（重点施策（案）関係） 

 ①「子供・若者」、「高齢者」、「生活困窮」又は「経営・就労」に該当 

  ⇒それぞれの欄に「〇」を付ける（複数回答可）。加えて、その他欄に 

   詳しい対象者を回答。 

 ②それ以外の場合 

  ⇒その他欄に詳しい対象者を回答。 

   （対象者を限定していない場合は、「一般市民」と回答。） 
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【注意】 
・人材養成関係の事業の場合 
 ⇒「養成者」ではなく「養成した者が取り組む際の対象者」について回答 
 （例）高齢者の健康相談員の養成は、「健康相談員」ではなく、「高齢者」 



（調査の補足） 

（2）取組内容（対応の段階） 

 ①事前予防（普及啓発、人材育成、生きる支援） 

  普及啓発 ・・・ 市民向けの普及啓発の取組 

   ⇒例：ポスター、チラシ等による普及啓発、ホームページ等の整備等 

  人材育成 ・・・ 市民・職員等へのゲートキーパー養成の取組 

   ⇒例：相談担当者の研修や市民向けのゲートキーパー養成研修等 

  生きる支援 ・・・ 生きることの促進要因の支援・阻害要因の除外 

   ⇒例： 

 

   ・自己肯定感の醸成（自分自身や社会的少数者への理解に関する啓発・教育等） 

   ・居場所づくり（コミュニティへの参画、社会上の役割づくり等） 

   ・危機回避能力の向上支援（詐欺対策、防災、貯蓄、健康づくり等） 

    

   ・身体の不調や家庭、学校、職場等の社会環境における支援（生活支援） 
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（調査の補足） 

（2）取組内容（対応の段階） 

 ②早期対応（早期発見、早期対応） 

  早期発見 ・・・ 自殺に至る危機の早期発見 

   ⇒例：窓口や訪問による相談、相談窓口掲載パンフレットの作成等 

  早期対応 ・・・ 自殺に至る危機の解決に向けた直接的な対応 

   ⇒例：生活困窮支援、経営・就労支援、いじめ対策、債務整理等 

  

 ③事後対応（再発防止、遺族支援） 

  再発防止 ・・・ 自殺未遂の再度の自殺企図防止 

   ⇒例：自殺未遂者に関する情報把握、関連機関の連携、未遂者相談等 

  遺族支援 ・・・ 自死遺族への支援 

   ⇒例：自死遺族の相談支援、自死遺児の生活環境支援、コミュニティ整備等 
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